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第１ 件名 

高齢者スキルアップ・就職促進事業 

 

第２ 委託期間 

平成31年４月１日から平成32年３月31日（予定） 

 

第３ 事業概要 

１ 事業の目的 

高齢者が増加する中、働く意欲を持つ高齢者が、年齢にかかわりなく生涯現役で

働くことができる社会を実現することは重要な課題である。 

また、その推進のためには、企業等の高齢者雇用に対する理解を深めるとともに、

高齢者に未経験分野等で働く能力等を習得させ、職業経験等に関わらず多様な職業

を選択できるようにする必要がある。 

本事業は、上記の推進のため、企業等に対する高齢者雇用の必要性、メリット等

の周知・広報や、高齢者へ再就職に必要な能力を習得させる技能講習等を実施する

ものである。 

 

２ 委託する業務 

受託者は、次の(1)から(3)の業務を行うものとする。 

(1) 本事業の高齢者への周知 

(2) 職場見学及び職場体験（以下「職場見学等」という。） 

(3) 技能講習 

 

３ 対象となる高齢者 

本事業の対象となる高齢者は、以下のとおりとする。 

(1) 職場見学等 

雇用形態による就職を希望する55歳以上の者 

 

(2) 技能講習 

以下の①～③のいずれにも該当する者とする。 

① 雇用形態による就職を希望する55歳以上の者 

② ハローワークに求職登録している者（*） 

③ 雇用形態による就職のため、本事業の講習及び就職支援を受ける必要があ

ると認められる者 

＊ 第４の３(1)及び(2)の技能講習受講希望者の受付及び導入支援（技能講習

受講決定前の受託者による職業相談等）はハローワークの求職登録前に行う

ことができるものとする。 
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第４ 委託業務の内容 

１ 本事業の高齢者への周知 

(1) 事業の周知 

① 事業の高齢者への周知等 

受託者は、ホームページ、広告・ポスター、リーフレット等の広報媒体を

活用し、本事業の高齢者への効果的・積極的な周知、未経験分野等への就職

に資するような職場見学等参加希望者の募集等を行うこと。 

（留意事項） 

・ 職場見学等、技能講習について、それぞれ周知対象が異なることを踏ま

え、効果的な周知方法となるよう工夫すること。 

 

２ 職場見学等 

(1) 職場見学等参加希望者の受付 

受託者は、職場見学等参加希望者に様式３「職場見学等参加申込書」の提出を

求め、受付すること。 

・ 職場見学等参加希望者の募集の際、年齢に上限を設けないこと。 

・ この職場見学等は、技能講習のカリキュラムの一環として実施する職場見

学とは別の枠組みで、単独で実施するものであることに留意すること。ただ

し、職場見学等参加者を技能講習受講につなげ、就職に結びつけるなど、各

事業が連動した形とすることは望ましい。 

 

(2) 職場見学等参加希望者への導入支援 

① 職業相談、キャリア・コンサルティング等の実施 

受託者は、受付した職場見学等参加希望者が希望する場合は、職業相談、

キャリア・コンサルティング等を事前に実施し、職場見学等への参加が有意

義なものとなるよう支援すること。 

（留意事項） 

・ 職業相談、キャリア・コンサルティング等では次のａからｇの支援を行

うこと。 

ａ 現在の労働市場に関する説明 

ｂ 就職に向けた心構えの確立や不安の解消 

ｃ 就職に係る希望、ニーズの詳細な把握 

ｄ 職業経験の棚卸し 

ｅ 興味、適性、能力などの明確化 

ｆ 希望する職業の遂行に必要な能力の情報提供（職種転換の有用性等を

含む。） 
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ｇ その他必要な支援 

・ 職場見学等参加希望者が就業又は自営による就業を希望している場合、

本事業の対象者は雇用形態による就職を希望する者であることを伝え、希

望の変更を確認すること。 

 

(3) 職場見学等参加者の決定 

受託者は、第３の３(1)に定める要件を満たす職場見学等参加希望者について、

先着順、抽選等により、定員に達するまで、職場見学等参加者として決定するこ

と。 

（留意事項） 

・ 参加を希望したにもかかわらず参加できなかった者に、別の職場見学等を

案内する等の必要な支援を行うこと。 

・ 導入支援や職場見学等参加以外の就職支援が必要と思われる者に、ハロー

ワークでの相談を勧めること。 

 

(4) 職場見学等の実施内容 

受託者は、次の①から⑤に該当する職場見学等を実施すること。 

① 職場見学等の種類 

本事業として実施する職場見学等は、次のａ及びｂとする。 

ａ 共通職場見学等 

保育補助、食品工場、コールセンター、販売、レジ、清掃・客室清掃

分野の職場見学等とする。 

ｂ 地域設定職場見学等 

受託者が地域の高齢者や企業等のニーズを踏まえて設定した分野で実

施する職場見学等とする。 

 

② 職場見学等の内容 

本事業として実施する職場見学等は、次のａからｆのいずれにも該当する

ものとする。 

ａ 職場見学等の終了後、職場見学等参加者の雇用形態による早期就職が

見込まれるものであること。 

ｂ 受託者は、受入企業に対し、職場見学実施の目的を事前に説明し理解

いただいた上で、職場見学等の冒頭に、業務概要や仕事のやりがい等を

説明していただくなど、有意義な職場見学等となるよう工夫すること。 

ｃ 趣味・教養的なもの（*1）でないこと。 

ｄ 高齢者の体力や身体的な負担に配慮したものであること。 

ｅ 職場見学等を実施した事業所への就職に際し、必要な能力を取得する

ことが困難な高度な能力の取得を要するもの（*2）でないこと。 
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ｆ 実務経験が重視されること等により、職場見学等を実施したのみでは

高齢者の就職につながる可能性が低いもの（*3）でないこと。 

＊1 工場見学等 

＊2 弁護士、会計士、税理士等の専門性が高く難易度が高い資格の取得

を要するもの等 

＊3 社会保険労務士、宅地建物取引責任者、簿記等 

 

③ 職場見学等の定員 

受入事業所への負担を勘案して、概ね３名～10名の範囲内で定員を設定す

る。 

なお、職場見学等希望者の人数が定員以下の人数であっても、受入事業所、

労働局及び受託者が協議した上であれば、定員以下の人数で開催しても問題

ないこと。 

高齢者のニーズ等に応じて、著しく過大又は過小にならない範囲内で増減

できるものとする。 

 

④ 職場見学等の実施時間 

職場見学等の１事業所あたりの実施時間は、受入事業所と相談の上決定する

こと。 

 

⑤ 職場見学等の参加費用 

職場見学等の費用（受入事業所への謝金等）は委託費から支弁し、職場見学

等参加者から徴収しないこと。ただし、職場見学等の集合場所までの交通費

は参加者負担とする。 

 

(5) 職場見学等実施計画の作成 

受託者は、次の①及び②により職場見学等の実施計画を作成し、労働局が適

当と認めた当該計画に基づき職場見学等を実施すること。 

 

① 共通職場見学等 

ａ 別添１「高齢者スキルアップ・就職促進事業 職場見学等定員等一覧（共

通職場見学等）」に掲げる分野の職場見学等を、当該一覧に掲げる実施回

数及び人数程度の定員数で、当該一覧に掲げるハローワークの管轄地域内

において実施する計画を作成すること。 

ｂ 様式１「高齢者スキルアップ・就職促進事業 職場見学等実施計画（共

通職場見学等）」により、具体的な実施計画を作成すること。 

（留意事項） 

・ 職場見学等の実施時期は、求人の状況等を踏まえて職場見学等終了後
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に就職が見込まれる時期とすること。 

・ 年間を通じて職場見学等参加希望者に案内ができるよう、特定の時期

に職場見学等実施期間を集中させないようにすること。但し、豪雪地帯

等については地域の状況に応じ、開始時期を工夫すること。 

・ 第４四半期に実施する職場見学等の場合、第４の５に定める実績報告

の期限までに報告ができる実施期間とすること。 

・ 職場見学と職場体験の開催回数比率は原則１：１となるよう設定する

ことが望ましい。 

 

② 地域設定職場見学等 

次のａ及びbにより作成すること。 

ａ 受託者が地域の高齢者や企業等のニーズを踏まえて高齢者の就職が

見込まれると判断する分野の職場見学等について、実施回数10回以上か

つ50人以上の定員数で実施する計画を作成すること。 

なお、受託者が講習を設定した地域の高齢者や企業等のニーズについ

て、任意の様式で設定した講習ごとに作成すること。 

b ａにより作成した任意様式を踏まえ、様式２「高齢者スキルアップ・

就職促進事業 職場見学等実施計画（地域設定職場見学等）」により、具

体的な実施計画を作成すること。 

 

（留意事項） 

・ 高齢者、企業等への調査、ヒアリング等に基づき、高齢者の就職が

見込まれる分野で職場見学等を設定すること。 

・ 共通職場見学等と同じ分野の設定も認められる。 

・ 職場見学等の実施時期は、求人の状況等を踏まえて職場見学等終了

後に就職が見込まれる時期とすること。 

・ 年間を通じて職場見学等参加希望者に参加案内ができるよう、特定

の時期に職場見学等実施期間を集中させないようにすること。但し、

豪雪地帯等については地域の状況に応じ、開始時期を工夫すること。 

・ 第４四半期に実施する職場見学等の場合、第４の５に定める実績報

告の期限までに報告ができる実施期間とすること。 

・ 職場見学と職場体験の開催回数比率は原則１：１となるよう設定す

ることが望ましい。 

 

(6) 職場見学等実施の際の対応等について 

受託者は、受入企業に対し、職場見学実施の目的を事前に説明し理解いただ

いた上で、職場見学等の冒頭に、業務概要や仕事のやりがい等を説明していた

だくなど、有意義な職場見学等となるよう工夫すること。 
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職場見学等開催定員数、開催日数、悪天候・天災等の際の対応及び再委託先

への対応等については、労働局と相談しつつ適切に対応すること。 

 

(7) 職場見学等実施計画の見直し 

受託者は、職場見学等の定員充足率や就職率が低い場合、労働局と協議し、

職場見学等の内容、実施時期、定員等の見直しを行うこと。 

（留意事項） 

・ 職場見学等実施計画の見直しを行う前に、周知広報の強化等の必要な措

置を講ずること。 

・ 同一内容の職場見学等を複数回実施する場合に、１回目の職場見学等の

定員充足率や就職率が低調だった場合は、２回目以降の職場見学等の内容

見直しを行うこと。 

 

(8) アンケートの実施 

受託者は、職場見学等終了後、職場見学等ごとに参加者に次の①及び②を盛

り込んだアンケートを実施すること。 

① 必須項目 

ａ 職場見学等の内容（大いに満足、満足、不満、大いに不満） 

ｂ 事業所からの説明（大いに満足、満足、不満、大いに不満） 

ｃ 職場見学等が就職に役立つか（大いに役立つ、やや役立つ、やや役立た

ない、役立たない） 

②  任意項目 

実施時期、見学時間の長さ、実施時間帯、その他必要な項目 

（留意事項） 

・ アンケート様式は様式４を参考に作成すること。 

・ 受託者はアンケート結果を分析し、必要な職場見学等内容の見直し等

を行うこと。 

 

(9) 職場見学等の参加制限 

同一の高齢者が参加できる職場見学等は、原則２コースまでとする。 

 

３ 技能講習 

(1) 技能講習受講希望者の受付 

受託者は、技能講習受講希望者に様式10「高齢者スキルアップ・就職促進事

業 技能講習受講申込書」の提出を求め、技能講習受講希望者として受付する

こと。 

 



010 

8 

 

(2) 技能講習受講希望者への導入支援（職業相談、キャリア・コンサルティング

等）の実施 

受託者は、受付した技能講習受講希望者に、職業相談、キャリア・コンサル

ティング等を実施し、技能講習受講希望者の就職意欲、緊要度、新たな能力の

習得の必要性等を把握した上で、技能講習受講希望者が第３の３(2)に定める

要件を満たすことを確認すること。 

（留意事項） 

・ 技能講習受講希望者にハローワークカード（ハローワークが求職登録し

た者に発行するカードをいう。）の提示を求め、技能講習受講希望者がハロ

ーワークに求職登録していることを確認すること。 

・ 技能講習受講希望者がハローワークに求職登録していない場合、本事業

の技能講習及び就職支援を受けるためには、ハローワークへの求職登録が

必要であることを説明し、できる限り早期に求職登録させること。 

・ 職業相談、キャリア・コンサルティング等では次のａからｆの支援を行

うこと。 

ａ 就職に向けた心構えの確立や不安の解消 

ｂ 就職に係る希望、ニーズの詳細な把握 

ｃ 職業経験の棚卸し 

ｄ 興味、適性、能力などの明確化 

ｅ 希望する職業の遂行に必要な能力の情報提供 

ｆ その他必要な支援 

・ 技能講習受講希望者が就業又は自営による就業を希望している場合、本

事業の対象者は雇用形態による就職を希望する者であることを伝え、希望

の変更を確認すること。 

 

(3) 技能講習受講者の決定 

受託者は、第３の３(2)に定める要件を満たす技能講習受講希望者に順位を

付し、上位の者から順に技能講習の定員に達するまで、技能講習受講者として

決定すること。 

（留意事項） 

・ 技能講習受講者の順位は、就職意欲、緊要度、新たな能力の習得の必要

等を踏まえて付すこととし、基準をあらかじめ定めておくこと。 

・ 先着順、抽選等により技能講習受講者の決定を行わないこと。 

・ 雇用保険受給者であることのみを理由に順位を上げないこと。 

・ 選抜できなかった者に、別の講習を案内する等の必要な支援を行うこと。 

・ 技能講習の受講以外の就職支援が必要と思われる者に、ハローワークで

の相談を勧めること。 
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 (4) 技能講習の実施 

受託者は、次の①から⑤に該当する技能講習を実施すること。 

① 技能講習の種類 

本事業として実施する技能講習は、次のａ及びｂとする。 

ａ 共通講習 

調理補助、販売・レジ、コールセンター分野の講習とする。 

ｂ 地域設定講習 

受託者が地域の高齢者や企業等のニーズを踏まえて設定した分野で実

施する講習とする。 

 

② 技能講習の内容 

本事業として実施する技能講習は、次のａからｉのいずれにも該当するも

のとする。 

ａ 技能講習の修了後、早期に講習修了者の雇用形態による就職が見込ま

れるものであること。 

ｂ 座学、実習又は座学と実習の組み合わせにより行うものであること。 

ｃ 趣味・教養的なもの（*1）でないこと。 

ｄ 高年齢者の体力や身体的な負担に配慮したものであること。 

ｅ 講習期間内に必要な能力を取得することが困難な高度な能力の取得を

目的とするもの（*2）でないこと。 

ｆ 実務経験が重視されること等により、取得のみでは高齢者の就職につ

ながる可能性が低い資格（*3）の取得を目的とするものでないこと。 

ｇ 長期間のもの、高コストなものでないこと。 

ｈ 年度内に講習が終了するものであること。 

ｉ 通信教育の場合、受託者が受講状況を直接確認できるものであること。 

＊1 就業分野が特定できない初級パソコン講習、接遇講習等の汎用的な

能力を付与するもの等 

＊2 弁護士、会計士、税理士等の資格の取得を目的とするもの等 

＊3 社会保険労務士、宅地建物取引責任者、簿記等 

 

③   技能講習の定員 

地域の労働市場を勘案して、概ね５名～15名の範囲内で定員を設定する。 

なお、講習希望者の人数が定員以下の人数であっても、労働局と受託団

体が協議した上であれば、定員以下の人数で開講しても問題ないこと。 

高齢者の受講ニーズ等に応じて、著しく過大又は過小にならない範囲内

で増減できるものとする。 
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④ 技能講習の講習時間 

技能講習の１コースあたりの講習時間は、原則として40時間以上とする。 

ただし、次のａからｃのいずれかに該当する場合、40時間未満とするこ

とができるものとする。 

ａ 講習時間が40時間未満であっても就職が見込まれる場合 

ｂ 資格取得を目的とするもの等であって、講習時間が40時間未満の場

合 

ｃ ブラッシュアップ講習（取得している資格に関する技能の学び直し

の講習等）を行う場合 

 

⑤ 技能講習の受講費用 

技能講習の受講料、テキスト代、教材費等は委託費から支弁し、講習受

講者から徴収しないこと。 

 

(5) 技能講習実施計画の作成 

受託者は、次の①及び②により技能講習の実施計画を作成し、労働局が適当

と認めた当該計画に基づき技能講習を実施すること。 

① 共通講習 

ａ 別添３「高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習定員等一覧（共

通講習）」に掲げる分野の講習を、当該一覧に掲げる人数程度の定員数で、

当該一覧に掲げるハローワークの管轄地域内において実施する計画を作

成すること。 

ｂ 様式５「高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習等実施計画（共

通講習）」及び様式６「高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習等

実施計画（共通講習）（個票）」により、具体的な実施計画を作成するこ

と。 

（留意事項） 

・ 技能講習の実施時期は、求人の状況等を踏まえて講習修了後に就職

が見込まれる時期とすること。 

・ 年間を通じて講習受講希望者に受講案内ができるよう、特定の時期

に講習実施期間を集中させないようにすること。但し、豪雪地帯等に

ついては地域の状況に応じ、開始時期を工夫すること。 

・ 第４四半期に実施する技能講習の場合、第４の５に定める実績報告

の期限までに報告ができる実施期間とすること。 

・ 過去に本事業を受託した受託者にあっては、受託した年のうち直近

一年度において設定した講習と同じ分野の講習を設定しようとする場

合には、当該講習の定員充足率及び就職率の実績を明示し、その実績

を踏まえた上で、本年度設定しようとする講習においてどのような改
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善・工夫を加えるかについて、具体的に企画書に明記すること。 

 

② 地域設定講習 

次のａ及びｂにより作成すること。 

ａ 受託者が地域の高齢者や企業等のニーズを踏まえて高齢者の就職が

見込まれると判断する分野の講習を、６人以上の定員数で実施する計画

を作成すること。 

なお、受託者が講習を設定した地域の高齢者や企業等のニーズについ

て、任意の様式で設定した講習ごとに作成すること。 

ｂ ａにより作成した任意様式を踏まえ、様式７「高齢者スキルアップ・

就職促進事業 技能講習等実施計画（地域設定講習）」及び様式８「高

齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習等実施計画（地域設定講習）

（個票）」により、具体的な実施計画を作成すること。 

（留意事項） 

・ 高齢者、企業等への調査、ヒアリング、過去の同種の事業の実績

等に基づき、高齢者の就職が見込まれる分野及び講習を設定するこ

と。 

・ 共通講習と同じ分野及び講習の設定も認められる。 

・ 技能講習の実施時期は、求人の状況等を踏まえて講習修了後に就

職が見込まれる時期とすること。 

・ 年間を通じて講習受講希望者に受講案内ができるよう、特定の時

期に講習実施期間を集中させないようにすること。但し、豪雪地帯

等については地域の状況に応じ、開始時期を工夫すること。 

・ 第４四半期に実施する技能講習の場合、第４の５に定める実績報

告の期限までに報告ができる実施期間とすること。 

・ 過去に本事業を受託した受託者にあっては、受託した年のうち直

近一年度において設定した講習と同じ分野の講習を設定しようと

する場合には、当該講習の定員充足率及び就職率の実績を明示し、

その実績を踏まえた上で、本年度設定しようとする講習においてど

のような改善・工夫を加えるかについて、具体的に企画書に明記す

ること。 

 

(6) 講習実施の際の対応等について 

講習開催定員数、講習日数、悪天候・天災等の際の対応、再委託先への対応

等については、労働局と相談しつつ適切に対応すること。 

 

(7) 技能講習実施計画の見直し 

受託者は、技能講習の定員充足率や就職率が低い場合、労働局と協議し、技
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能講習の内容、実施時期、定員等の見直しを行うこと。 

（留意事項） 

・ 技能講習実施計画の見直しを行う前に、周知広報の強化等の必要な措

置を講ずること。 

・ 同一内容の技能講習を複数回実施する場合に、１回目の技能講習の定

員充足率や就職率が低調だった場合は、２回目以降の技能講習の内容見

直しを行うこと。 

 

(8) アンケートの実施 

受託者は、技能講習の修了後、講習ごとに講習修了者に次の①及び②を盛り

込んだアンケートを実施すること。 

① 必須項目 

ａ 講習の内容（大いに満足、満足、不満、大いに不満） 

ｂ 講師の説明（大いに満足、満足、不満、大いに不満） 

ｃ 講習の受講が就職に役立つか（大いに役立つ、やや役立つ、やや役立

たない、役立たない） 

② 任意項目 

開催時期、カリキュラムの長さ、開催時間帯、会場、その他必要な項目 

（留意事項） 

・ アンケート様式は様式17を参考に作成すること。 

・ 受託者はアンケート結果を分析し、必要な講習内容の見直し等を行う

こと。 

 

(9) 技能講習の受講制限 

同一の高齢者が受講できる技能講習は、原則１コースとする。 

（留意事項） 

・ 技能講習修了後に就職できなかった者に別の技能講習を再受講させるこ

とができるが、初めて技能講習を受講する者を優先して講習受講者の決定

を行うこと。 

 

(10) 補講の実施 

技能講習受講者が、病気、怪我等のやむを得ない理由により講習を受講で

きなかった場合、補講を実施できるものとする。 

（留意事項） 

・ 補講を実施する場合、事前に労働局へ協議し了承を得ること。 

・ 次の①及び②の補講に要する経費は委託費より支弁できないため、実施
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する場合は講習受講者に経費の負担を求めること。 

① 病気、怪我等のやむを得ない理由以外の理由により講習を受講できな

かった者に行う補講 

② 資格試験に不合格となった者に行う補講 

 

(11) 企業等への周知・広報、就職支援の実施 

① 事業主、事業主団体への周知・広報 

受託者は、技能講習修了者の雇い入れに対する理解を深めるため、ホー

ムページ、広告・ポスター、リーフレット等の広報媒体を活用して、事業

主、事業主団体等へ高齢者雇用の必要性や高齢者を雇用するメリット等を

周知すること。 

 

② 求人開拓 

受託者は、事業主に技能講習修了者の雇い入れを働きかけ、雇い入れの

意向を示す事業主にハローワークへの求人提出を依頼すること。 

（留意事項） 

・ 事業主に対するハローワークへの求人提出の依頼は、本事業が受託

者とハローワークが連携して行うものであり、ハローワークが技能講

習受講者の職業紹介を行うためにハローワークへの求人提出が必要な

旨を、事業主に伝えた上で行うこと。 

・ 求人開拓は次のａ及びｂの方法により行うこと。 

ａ 一般求人開拓 

（事業主に技能講習受講者の個人情報を伝えずに、技能講習受講者

の雇い入れを働きかける方法） 

ｂ 個別求人開拓 

（事業主に技能講習受講者の氏名、連絡先を伏せた履歴書又は職務

経歴書提示して、その雇い入れを働きかける方法） 

・ 求人開拓は次のａ又はｂの事業主に行うこと。 

ａ 技能講習を実施する分野の事業を実施している事業主など、技能

講習受講者の雇い入れの見込みのある事業主 

ｂ 技能講習受講者が就職を希望する事業主 

・ 受託者は開拓した求人の内容等を記録すること。 

 

③ 技能講習受講者への求人情報の提供 

受託者は、ハローワークに提出されている求人（受託者が第４の３(11)

②の求人開拓により自ら開拓した求人を含む。）のうちから、技能講習受

講者の雇い入れの見込みのある求人を選抜し、技能講習受講者に情報提供

すること。 
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また、技能講習受講者が求人への応募を希望する場合、ハローワークか

ら当該求人の紹介を受けるよう技能講習受講者に指示すること。 

（留意事項） 

・ 技能講習受講者が余裕をもって求人に応募できるようにするため、

求人情報の提供は技能講習の実施期間中から、できる限り早期に行う

こと。 

・ 求人情報の提供は、求人一覧の手交、ＦＡＸ、メールによる送付、

電話による伝達等により行うこと。 

・ 技能講習受講者がハローワーク以外の求人への応募を希望する場合、

当該求人者に技能講習受講者の雇い入れを働きかけるなど、必要な支

援を行うこと。 

 

④ 職場見学、職場体験 

受託者は、技能講習ごとに技能講習受講者を対象とした職場見学、職場体

験を実施すること。 

また、様式５「高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習等実施計画

（共通講習）」及び様式７「高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習

等実施計画（地域設定講習）」により、具体的な実施計画を作成すること。 

（留意事項） 

・ 職場見学、職場体験は原則として技能講習ごとに行い、就職の実現に

効果的と認められる場合にのみ、複数の技能講習の合同職場見学、職場

体験を行うこと。その際、出来るだけ事業主団体にも協力を仰ぐこと。 

・ 職場見学、職場体験は全ての技能講習ごとに実施する必要はないが、

できる限り多く実施すること。 

・ 受託者は、受入事業所に対し、職場見学実施の目的を事前に説明し理

解いただいた上で、職場見学等の冒頭に、業務概要や仕事のやりがい等

を説明していただくなど、有意義な職場見学、職場体験となるよう工夫

すること。 

・ 職場見学・職場体験は、原則として技能講習の実施前又は実施期間中

に実施し、技能講習の終了後に実施する場合は、早期に技能講習受講者

の就職を実現する観点から、技能講習の終了後、できる限り速やかに実

施すること。 

 

⑤ 管理選考の実施 

受託者は、技能講習ごとに技能講習受講者を対象とした管理選考（ハロ

ーワークが求職者と求人者が面接する機会を提供し、職業紹介を行うものを

いう。）を、ハローワークと連携して実施すること。 
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また、様式９「高齢者スキルアップ・就職促進事業 管理選考実施計画」

により、具体的な計画を作成すること。 

（留意事項） 

・ 受託者は管理選考の実施に向け、各技能講習の開始者数、修了見込者

数、受講者名簿、受講者に提供した求人情報等をハローワークへ速やか

に提出すること。なお、当該提出は労働局を通じて行うことができるも

のとする。 

・ 受託者は、ハローワークの指示に従いながら、管理選考の日時、会場

等を選定し、技能講習受講者及び事業主へ管理選考の参加を働きかける

こと。 

・ 管理選考は原則として技能講習ごとに行い、就職の実現に効果的と認

められる場合にのみ、複数の技能講習の合同管理選考を行うこと。 

・ 管理選考の日時は、技能講習の最終日に設定するなど、技能講習受講

者が受講しやすい日時とすること。 

・ 採用意欲があるものの、管理選考に参加が難しい企業については、管

理選考への参加にこだわらず、個別に技能講習受講者に案内するなど、

積極的な個別マッチングを図ること。 

・ 受託者は、ハローワークの指示に従い、管理選考参加者の受付や会場

の案内等を行うこと。 

 

⑥ その他の就職支援 

受託者は、技能講習受講者に、次のａからｅの支援を行うこと。 

ａ 職業相談、キャリア・コンサルティング 

ｂ 求人企業の情報収集方法の教示、求人企業の選択支援 

ｃ 履歴書、職務経歴書の作成指導 

ｄ 模擬面接、面接指導 

ｅ その他必要と認められる支援 

（留意事項） 

・ 求人に応募し不採用となった技能講習受講者に、職業相談、キャリ

ア・コンサルティングを実施し、不採用となった理由を特定した上で

今後の対応方策等を助言すること。 

 

(12) 就職状況の把握、フォローアップ 

受託者は、技能講習受講者の就職状況を把握し、技能講習受講者が就職に至

るまで第４の３(11)②から⑥の就職支援を継続して実施すること。 

（留意事項） 

・ 就職状況は、別添２「高齢者スキルアップ・就職促進事業 職場見学等
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参加者及び技能講習修了者の状況確認事項」に記載している項目を確認す

ること。 

・ 就職状況の確認は、技能講習修了日を起点として１月ごとに１回以上行

い、面談、電話、メール等により行うこと。 

・ 技能講習受講者が日雇等の短期の有期雇用労働者として就職した場合、

継続して就職支援を受ける意向があるか確認し、意向のある者に就職支援

を行うこと。 

・ 技能講習受講者から体調不良や家庭の事情等により就職支援を辞退した

いとの申し出があった場合、就職支援を終了すること。 

・ 技能講習受講者の就職が委託事業の終了時までに見込まれない場合、受

託者に、次年度継続してハローワーク及び次年度の受託者による就職支援

を受ける意向があるか確認し、その状況を様式12「高齢者スキルアップ・

就職促進事業 受講申込・導入支援・フォローアップ一覧表」に記録する

こと。 

 

 

４ 導入支援、技能講習、就職支援等の状況の記録 

受託者は、技能講習受講者の導入支援、技能講習受講、就職支援等の状況を、様

式11「高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 支援記録票」、様式12「高齢

者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 受講申込・導入支援・フォローアップ

一覧表」に記録すること。必要に応じて、職場見学等やセミナー参加者の支援にも

活用すること。 

（留意事項） 

・ 様式12「高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 受講申込・導入支

援・フォローアップ一覧表」の産業分類は別添６「日本標準産業分類」の中分

類、また、職種は別添６「厚生労働省職業分類」の小分類を記載すること。 

・ 職場見学等及びセミナー参加者で、希望する者への導入支援等の状況につい

ては、これらの様式を活用して管理すること。 

 

５ 実績報告 

受託者は、次の(1)から(3)により労働局へ事業実績を報告すること。 

また、報告を受けた労働局より改善等の指示があった場合、受託者はできる限り

速やかにそれらに対応すること。 

 

(1)  月次報告 

次の①から⑥の書類を、毎月10日までに労働局へ提出すること。ただし、平成

32年３月実績は、平成32年３月31日までに労働局へ提出すること。 

①   様式13「高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 月別雇用・就業
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形態」 

②   様式14「高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 実績一覧」 

③   様式15「高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 導入支援・フォ

ローアップ等実施件数」 

④   様式21「高齢者スキルアップ・就職促進事業 職場見学等 月別雇用・就

業形態」 

⑤   第４の２(8)及び３(8)のアンケート結果 

（留意事項） 

・ 第４の２(8)、３(8)のアンケート結果は、毎月任意の様式に取りまとめて

報告すること。 

 

(2)  年間報告 

次の①及び②の書類を、平成32年３月31日までに労働局へ提出すること。 

①   様式16「高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 年齢別雇用・就

業者数」 

②   第４の２(8)及び３(8)のアンケート結果 

（留意事項） 

・ 雇用実績のカウント方法は、別添２「高齢者スキルアップ・就職促進事業 

職場見学等参加者及び技能講習修了者実績カウント整理表」に従って行うこ

と。 

・ 企業等に在籍しながら技能講習を受講した者が、講習修了後も同じ企業に

在籍している場合は、雇用実績としてカウントしないこと。 

・ 第４の２(8)、３(8)のアンケート結果は、毎月の報告の他、任意の様式に

取りまとめて年間の報告をすること。 

 

(3)  高齢者スキルアップ・就職促進事業検討委員会への報告 

労働局が開催する高齢者スキルアップ・就職促進事業検討委員会に出席し、次

の①及び②の検討委員会ごとに、次の①及び②に掲げる事項を報告すること。  

①   第１回検討委員会（契約締結後早期に実施） 

ａ 年間計画（職場見学等及び技能講習の設定地域（市区町村）、定員、期間、

内容、管理選考の実施希望時期等） 

ｂ 技能講習受講者の選定基準 

ｃ 技能講習開催基準 

ｄ その他労働局が求める事項 

② 第２回検討委員会（年度後半に実施） 

ａ 年間計画（変更があった場合のみ） 

ｂ 職場見学等及び講習ごとの実績（定員充足状況、講習開始・修了者数、雇
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用者数等） 

ｃ 次の(ａ)から(ｄ)のいずれかに該当する就職実績が低調な講習の原因 

(ａ) 就職者数が少ない講習 

(ｂ) 就職が望みにくい分野の講習 

(ｃ) 求人開拓が不十分、管理選考が未実施の講習 

(ｄ) 雇用者の大半が「臨時」「日雇」の講習 

ｄ 導入支援、就職支援の実施状況、効果 

ｅ 未就職者数、未就職者数へのフォローアップ内容 

ｆ 受講者１人あたりの単価（講習経費／講習開始者数）の高い講習の就職先

（職種等）、講習の効果 

ｇ その他労働局が求める事項 

（留意事項） 

受託者は委員会から改善等の指摘があった場合、対応方法を記載した「高

齢者スキルアップ・就職促進事業検討委員会指摘対応報告」（任意様式）を作

成し、できる限り速やかに労働局へ提出すること。 

 

(4) その他 

事業の実施状況について報告すべき事項が生じた場合、又は、労働局から報告

を求められた場合、できる限り速やかに労働局に報告すること。 

 

６ 事業目標 

受託者は、次の(1)から(3)の事業目標の達成に向け事業を実施すること。 

 

(1) 技能講習開始者数 

31人以上 

(2) 技能講習受講者の就職率 

平成31年７月を目途に別途通知する。 

(3) 事業満足度 

技能講習修了後のアンケートについては、様式17号として雛形を定めているが、

アンケートの満足度90％以上とすること。 

 

 ７ 事業の実施体制 

受託者は、事業の実施のため、以下の(1)及び(2)の者を配置すること。なお、職

場見学等について、概ね100回以上実施することとしている場合は、必要に応じて(3)

の者を配置することができる。 

 

(1) 事業運営推進員 

次の①から⑦の業務を行う者とする。 
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① 事業全体の総括管理 

② 労働局、ハローワーク、関係機関等との連絡、調整 

③ 事業計画の作成、変更等の企画関連業務 

④ 高齢者、事業主、事業主団体等への事業の周知 

⑤ ホームページ、広告・ポスター、リーフレット等の広報媒体の作成 

⑥ 職場見学等、技能講習及びセミナー参加者等のアンケートの集計・分析 

⑦ その他事業の実施に必要な業務 

 

(2) 就職支援推進員 

次の①から⑤の業務を行う者とする。 

①   導入支援の実施 

②   職場見学等の実施 

③   就職支援の実施 

④   就職状況の把握・フォローアップ 

⑤   その他事業の実施に必要な業務 

（留意事項） 

・ 事業運営推進員と就職支援推進員は兼務できるものとする。 

・ 就職支援推進員は、キャリア・コンサルティングの有資格者等の専門的な

相談を行うことができる者を配置すること。 

 

(3)事業運営補助員  

次の①から②の業務を行う者とする。 

① 事業運営推進員及び就職支援推進員の補助 

② その他事業の実施に必要な業務 

 

８ その他の業務実施に係る留意事項 

(1) 委託者の監督、指示 

受託者は、本事業の実施に関し、委託者の監督、指示に従うこと。また、委託

者から本事業の実施に関し、質問、検査、資料の提示等の指示があった場合、迅

速に対応すること。 

 

(2) 法令の遵守、禁止行為 

受託者は、本事業の実施に際し、適用を受ける関係法令を順守すること。また、

次の①から④に該当する行為を行わないこと。 

① 偽りその他不正の手段を用いる行為 

② 本業務以外の業務に使用するために個人情報及び企業情報を収集又は使用

する行為 

③ 事業の対象となる高齢者、企業等に金品又は役務の提供を要求する行為 
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④ 職場見学等、技能講習及びセミナーの会場等で、受託者の利益となる商品等

の販売、宣伝又はそれらに類似する行為を行う行為 

 

(3) 個人情報の取扱い 

受託者は、契約書第24条の規定に基づき、個人情報を取り扱うこと。 

なお、個人情報が記録された資料等の委託事業の修了後の取扱は、次の(4)に

よること。 

 

(4) 関係書類の引き渡し、保存、破棄 

① 関係書類の引き渡し 

受託者は、委託事業の終了後、直ちに次のａからeの書類の原本を労働局へ引

き渡すこと。 

ａ 様式３「高齢者スキルアップ・就職促進事業 職場見学等参加申込書」 

ｂ 様式10「高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 受講申込書」 

ｃ 様式11「高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 支援記録票」 

ｄ 様式12「高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 受講申込・導入

支援・フォローアップ一覧表」 

e その他労働局が指定する書類 

（留意事項） 

・ 書類の引き渡しは、誤送付による個人情報の漏えい等を防止するため郵

送等によらず、受託者が労働局に持参して行うこと。 

・ 原本以外の複製や電子媒体がある場合、焼却、溶解、シュレッダーによ

る細断等の復元不可能な手段により破棄、消去すること。 

 

② 関係書類の保存 

受託者は、委託事業に要した書類（電子媒体含む。）を、委託事業が終了等し

た日の属する年度の終了後５年間保存すること。 

なお、現に監査、検査、訴訟等における対象となっている書類は、当該監査、

検査、訴訟等が終了するまでの間、上記の期限の経過後も保存すること。 

 

③ 関係書類の破棄 

受託者は、第４の８(4)②の規定にかかわらず、個人情報が記録された書類（電

子媒体含む。）であって、労働局が認めた書類を、委託事業の終了日までに破棄、

消去すること。 

（留意事項） 

・ 破棄、消去は、必ず労働局に確認を求めてから行うこと。 

・ 破棄、消去は、焼却、溶解、シュレッダーによる細断等の復元不可能な
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手段により行うこと。 

 

(5) 情報公開 

本事業の実施に際して作成した文書（電子媒体含む。）は、行政文書として情

報公開請求の対象となり得るため、留意すること。 

 

(6) 安全衛生 

受託者は、本事業参加者が導入支援、職場見学等、技能講習、就職支援を受け

ている間及び当該支援を受ける場所に通所する途上で傷害を被ること等がない

よう、安全衛生に配慮すること。 

また、職場見学等及び技能講習受講者等が傷害を被った場合等の補償に備えて、

職場見学等参加者及び技能講習受講者等を被保険者とした傷害保険に必要に応

じて加入すること。 

さらに、職場見学等参加者及び技能講習受講者等が損害を起こした場合に、職

場見学等参加者及び技能講習受講者が負担しなければならない賠償金等の補償

に備えて、職場見学等参加者及び技能講習受講者等を被保険者とした賠償責任保

険に必要に応じて加入すること。 

 

(7) 苦情等への対応 

受託者は、本事業の対象となる高齢者から事業の実施に関する苦情等があった

場合、相手の立場に配慮して迅速かつ的確に対応し、解決、改善を図るとともに、

対応情報を記録、保管すること。 

 

(8) 再委託 

受託者は、事業の一部を再委託する場合、契約書第７条の規定に従って行うこ

と。 

 

９ 対象経費 

委託事業で措置する経費は、別添７「高齢者スキルアップ・就職促進事業 委託

費対象経費」に掲げる経費とする。 

 

第５ 厚生労働省、労働局、ハローワークが行う業務 

１ 厚生労働省が行う業務 

厚生労働省は、次の(1)から(3)の業務を行うものとする。 

(1) 全国レベルでの事業運営の管理 

(2) 労働局への助言、指導 

(3) その他本事業の実施に必要な業務 
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２ 労働局が行う業務 

労働局は、次の(1)から(9)の業務を行うものとする。 

(1) 別添１「高齢者スキルアップ・就職促進事業 職場見学等定員等一覧（共通職

場見学等）」及び別添３「高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習定員等

一覧（共通技能講習）」の作成 

(2) 受託者の選定、本事業の受託者への委託 

(3) 事業計画の審査、承認、事業計画の変更の審査、承認 

(4) 都道府県レベルでの事業運営の管理 

(5) 受託者への助言、指導 

(6) 厚生労働省、ハローワークとの連絡調整 

(7) 厚生労働省への事業実績の報告 

(8) 高齢者スキルアップ・就職促進事業検討委員会の開催 

(9) その他本事業の実施に必要な業務 

（留意事項） 

・ 別添１「高齢者スキルアップ・就職促進事業 職場見学等定員等一覧（共通

職場見学等）」及び別添３「高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習定

員等一覧（共通技能講習）」は、ハローワークごとの高齢者や事業主の求職求

人ニーズ等を踏まえて、次の①から③の分野並びに各ハローワークの管轄地域

に割り当てて作成すること。 

なお、次の①から③の全ての分野、全てのハローワークの管轄地域に定員数

を割り当てる必要はないが、分野、地域が著しく少なくならないようにするこ

と。 

① 政策的に高齢者の就業を推進する分野（介護及び保育） 

② 全国的に65歳以上の高齢者の採用ニーズが高い分野（警備、清掃、小売業、

製造業、フォークリフト運転及び農業） 

③ その他労働局が職場見学等及び技能講習の実施が必要と認める分野 

・ 高齢者スキルアップ・就職促進事業検討委員会は、次の①から④により実施

すること。 

① 開催回数及び開催時期 

第１回：契約締結後早期に実施、第２回：年度後半に実施 

② メンバー 

受託者、労働局、ハローワーク 

③ 議題 

第６(3)①及び②に掲げる事項 

④ その他 

労働局は、委員会での報告等を踏まえ、必要に応じて受託者へ事業の改善

等を指示すること。 
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３ ハローワークが行う業務 

ハローワークは、次の(1)から(5)の業務を実施するものとする。 

(1) 高齢者への本事業の参加働きかけ 

(2) 受託者への求人情報の提供 

(3) 技能講習受講者への職業相談、職業紹介 

(4) 技能講習受講者を対象とした管理選考の実施 

(5) その他本事業の実施に必要な業務 

（留意事項） 

・ 管理選考は受託者が第４の３(11)⑤の業務を実施するため、受託者と連携し

て実施すること。 

 

第６ 提案書に記載する事項 

１ 提案書に記載する事項 

提案者は、第４に掲げる事業の実施方法等を提案書に記載すること。 

なお、提案書には、次の(1)から(7)の事項を記載すること。 

(1) 事業内容、実施スケジュール 

(2) 関係機関との連携、協力体制 

(3) 情報管理の体制 

(4) 安全衛生の体制 

(5) 事業の実施体制 

(6) 過去の同種の事業等の実施状況 

(7) その他事業の実施に必要な事項 

（留意事項） 

・ 提案書は任意の様式により、上記(1)から(7)の項目にかかわらず、任意に項

目（構成）を設定して作成すること。 

・ 事業内容、実施スケジュールの部分には、導入支援、職場見学等、技能講習、

就職支援等の実施内容、実施場所、対象人数、実施時期等について、できる限

り具体的に記載すること。 

・ 関係機関との連携、協力体制の部分には、労働局、ハローワーク、事業主団

体等との連携体制や、過去の当該団体との連携の実績等を記載すること。 

・ 情報管理の体制の部分には、個人情報の取扱い、守秘義務、情報公開の体制、

方法等を記載すること。 

・ 安全衛生の体制の部分には、安全衛生に配慮する方法、体制、事故が起きた

場合の対応方法等を記載すること。 

・ 事業の体制部分には、次の①及び②を記載すること。 

① 事業に従事する人員の、担当業務や、常勤、非常勤の別等をできる限り詳

細に記載すること。 
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② 使用する施設の名称、住所、見取り図等を記載すること。 

・ 過去に本事業を受託した受託者にあっては、技能講習の定員充足率及び就職

率の実績を明示し、その実績を踏まえた上で、本年度設定しようとする講習に

おいてどのような改善・工夫を加えるかについて、具体的に企画書に明記する

こと。 

 

２ 添付書類 

提案者は、提案書に次の(1)及び(2)の書類を添付すること。 

(1) 事業内容等に係る書類 

①  高齢者スキルアップ・就職促進事業 職場見学等実施計画（共通職場見学等）（様

式１） 

②  高齢者スキルアップ・就職促進事業 職場見学等実施計画（地域設定職場見学等）

（様式２） 

③  高齢者スキルアップ・就職促進事業技能講習実施計画（共通技能講習） 

（様式５） 

④  高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習実施計画（共通講習）（個票） 

（様式６） 

⑤  提案者が把握した地域の高齢者や企業等のニーズ（任意の様式） 

⑥  高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習等実施計画（地域設定講習） 

（様式７） 

⑦ 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習等実施計画（地域設定講習） 

（個票）（様式８） 

⑧ 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 管理選考実施計画（様式９） 

⑨ その他必要な書類 

(2) 入札に係る書類 

    入札説明書に記載のとおり。 

 

第７ その他 

１ 本事業の実施は、本仕様書、高齢者スキルアップ・就職促進事業実施要領、高齢

者スキルアップ・就職促進事業委託要綱、高齢者スキルアップ・就職促進事業委託

契約書による他、当該書類に定めのない事項は、受託者と委託者が別途協議するも

のとする。 

２ 契約締結日までに平成31年度政府予算が成立しない場合、契約内容について別途

協議するものとする。 
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添付様式一覧 

 

 

別添１ 高齢者スキルアップ・就職促進事業 職場見学等定員等一覧（共通職場見学

等） 

別添２ 高齢者スキルアップ・就職促進事業 職場見学等参加者及び技能講習修了者

の状況確認事項 

別添３ 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習定員等一覧（共通技能講習） 

別添４ 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習修了者実績カウント整理表 

別添５ 日本標準産業分類 

別添６ 厚生労働省職業分類 

別添７ 高齢者スキルアップ・就職促進事業委託費対象経費 

様式１ 高齢者スキルアップ・就職促進事業 職場見学等実施計画（共通職場見学等） 

様式２ 高齢者スキルアップ・就職促進事業 職場見学等実施計画（地域設定職場見

学等） 

様式３ 高齢者スキルアップ・就職促進事業 職場見学等参加申込書 

様式４ 高齢者スキルアップ・就職促進事業 職場見学等 参加者アンケート（雛形） 

様式５ 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習実施計画（共通技能講習） 

様式６ 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習実施計画（共通講習）（個票） 

様式７ 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習実施計画（地域設定講習） 

様式８ 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習実施計画（地域設定講習） 

 （個票） 

様式９ 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 管理選考実施計画 

様式10 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 受講申込書 

様式11 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 支援記録票 

様式12 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 受講申込・導入支援・フォ

ローアップ一覧表 

様式13 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 月別 雇用・就業形態 

様式14 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 実績一覧 

様式15 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 導入支援・フォローアップ

等実施件数 

様式16 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 年齢別雇用・就業者数 

様式17 高齢者スキルアップ・就職促進事業 技能講習 受講者アンケート（雛形） 

様式20 高齢者スキルアップ・就職促進事業 職場見学等 月別 雇用・就業形態 

 


